
雇用要件
　（１）肝付町において独立就農する強い意欲を有する原則 45 歳未満の者
　（２）原則として生活費の確保を目的とした国の事業による給付等を受けていないこと
　（３）過去に雇用就農支援事業の対象となっていないこと
　（４）雇用契約時に、当センター以外に雇用契約を結んでいないこと

雇用内容
　（１）雇用形態　嘱託職員
　（２）雇用期間　最長 5年以内とし、就業状況を審査したうえで毎年契約更新する
　（３）労働条件　当センターの規程に基づく
　（４）給 与　月額 15 万円
　（５）手 当 等　賞与、通勤手当、時間外手当　あり
　（６）そ の 他　健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険　あり

採用予定
　平成 30 年 11 月 1日以降　※就業開始日については応相談

募集人数
　若干名（審査あり）

申込方法
　当センター所定の申込書を郵送または持参

申込期間
　平成 30 年 10 月から受付開始（定数になり次第締切）

　一般財団法人肝付町農業振興センターでは、新規就農を希望する方を雇用して、独立就農に
必要な技術等を働きながら習得させる実践的研修（雇用就農支援事業）を行っており、下記の
とおり雇用就農生を募集します。

問い合わせ・申込先　〒 893-1206　肝付町前田 3241-1（鉄道記念公園北側）
一般財団法人　肝付町農業振興センター

TEL　0994-45-4311　E-mai　info@k-apc.or.jp
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